
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

着色部分が 1,000

棟以上建物クラス

ター（建物群） 

図 冬の気象条件による建物クラスター分布 
（構成建物 1,000 棟以上、臨海部は想定対象外） 

（川崎市直下の地震） 

（出典：平成 21 年度川崎市地震被害想定調査） 

種別 単位 被害数

棟 33,861
棟 56,701

全壊 棟 8
半壊 棟 10,025
浸水 棟 4,617

件 247
棟 17,372
人 1,143
人 18,975
人 5,816津波による死者（避難しない場合）

重軽傷者（津波を除く）

死者（津波を除く）

被害項目

人的被害

地震火災

建物被害 全壊（津波を除く）

半壊（津波を除く）

津
波

出火

延焼に拠る焼失棟数
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【「復旧」と「復興」の違いとは？】 

【建物倒壊】 

【復興都市づくりの課題・復興都市づくりの事例】 

地震の揺れによる建物被
害については、100 棟以上の
半壊建物被害の分布が川崎
区・幸区・中原区に多く⾒ら
れます。 

復興都市づくりの課題・⽬標 

「古い」・「元の」という意味で、最低限もとの状態
に戻すこと。 「元に帰る」

という意味 
「復 旧」 
「復 興」 「興す」という意味で、新しく創造しながらより良

いまちに回復すること。 

災害が起きた際、はじめに応急対策、続いて復旧・復興対策を講じる必要がありますが、「復旧・
復興」については以下のような考え⽅の違いがあります。 

復興都市づくりは計画の策定から復興までに⻑期間を要します。阪神・淡路⼤震災等の経験か
ら、以下の①・②のような課題が明らかになっています。 

① 住⺠と⾏政との考え⽅のミスマッチ 
震災復興の初動期には⾏政から復興まちづくりに関する計画が⽰されると、住⺠と⾏政の間に考え⽅

の違いが多く⾒られました。その結果、復興までにかなりの時間を要した地区が散⾒されました。しかし、
住⺠と⾏政が⼗分に意⾒交換等を⾏い、それらを計画に⽣かしたことで、信頼関係がつくられたケースが
多くなっています。 

② 住⺠間の意⾒の相違 
震災で⼤きな被害を受けた地域では、住宅の早期再建が⼤きな課題です。しかし従来と同規模の住宅再

建が資⾦⾯等から難しい場合や、被災した分譲マンションの建替えなどで住⺠間での意⾒の相違が表⾯
化し、容易に計画が進まない地区も存在しました。 

神⼾市ではまちづくりの進め⽅について、既存の⾃治会や町内会を主体とする「まちづくり協議会」の
導⼊を進め、住⺠に対する情報提供、意⾒交換の場を設けることで住⺠間の利害調整を⾏ったり、事業後
のまちづくりの活動につながった例もあります。 

地震による被害が集中した地区は木造老朽住宅が密集した地区でした。

個別の住宅再建が難しく、土地区画整理事業（※）の導入が不可欠でした

が、当初行政が提示した計画には住民の反対がありました。区画道路や公

園の配置等は住民意向を踏まえ計画することが重要と考えられたため「ま

ちづくり協議会」と市が協働して計画策定が行われました。 

土地区画整理事業の事業期間：Ｈ8～Ｈ13 

※土地区画整理事業：道路、公園等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅

地の利用の増進を図る事業 →６ページを参照 森具地区復興⼟地区画整理事業 事業誌より 

【復興都市づくりの目標】 

災害の前の⽣活を回復するだけではなく、再び同じような被害を繰り返すことのない都市をす
みやかに実現するためには、⾏政や市⺠、事業者などが協調し、共に知恵や意⾒を出し合い、地
域の⼒を最⼤限に活かしながら復興に取り組む必要があります。 

このような都市復興を可能とするためには、平時から復興の進め⽅などについて準備をしてお
くことが重要です。 

被害を受けたとしても、 
質の⾼いすみやかな復興を可能とする都市を⽬指す 

 復興都市づくりの事例 －兵庫県⻄宮市森具地区－  

出典：川崎市地震被害想定調査（冬１８時） 

※平成 21 年度調査と平成 24 年度調査を⽐較し、原則として被害が⼤きい結果を記載しています。 

川崎市で想定される被害 

半壊以上（棟） 
■100-300 
■ 50-100 
■ 20- 50 
■ 10- 20 
■  1- 10 
■  0-  1 

図 揺れによる建物被害（半壊以上）棟数分布 
（川崎市直下の地震） 

（出典：平成 21 年度川崎市地震被害想定調査） 

⽕災延焼による建物被害
について建物クラスター（ま
とまって⽕災が延焼する建
物群）の分布をみると、
1,000 棟以上のクラスター
が川崎区・幸区・中原区に多
く、⾼津区・宮前区・多摩区・
⿇⽣区の⼀部にも⾒られま
す。 

【火災延焼】 

【被害想定一覧（抜粋）】 

※本被害想定は⼀定の条件をもとに想定しているため、想定に⽰されていない場所の安全性を⽰すものではありません。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

○地区住⺠が 
る第１回復 
が開催され 
①市が作成 
メージ案、 
⼿法、③ス 
説明があり 

○今後の復興 
ては、市が 
復興まちづ 
することに 

集まり、市が主催す 
興まちづくりの会 
ました。 
したまちの復興イ 
②復興まちづくりの 
ケジュールについて 
ました。 
まちづくりについ 
提⽰した案を基に、 
くり協議会で検討 
なりました。 
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住⺠と⾏政との協働(住⺠参加)による復興まちづくり プロセスの想定(イメージ) 〈地震発⽣〜６ヶ⽉〉 

○復興まちづくり協議会では、 
・まちの将来イメージ 
・道路、公園等の配置 
・街並みのルール化の必要性 
・住⺠アンケート調査の実施 等 
について話し合いが⾏われました。

○復興まちづくり協議会に参加し
ていない⽅のために、まちづくり
ニュースを発⾏し、検討内容や進
捗状況について、地域で情報を共
有しながら検討を進めました。 

○また、地区住⺠との合意形成や、
継続的な検討が必要なため第⼆
次建築制限が実施されることに 

なりました。 
○復興まちづくり協議会での検討

結果や住⺠アンケート調査結果
を反映した地区別都市復興計画
を決定しました。 

○川崎市で震度７の地震が発⽣ 
○市内では地震により、200 件以上

の⽕災が発⽣し、17,000 棟以上の
建物が焼失、揺れにより 30,000 棟
以上の家屋が全壊、50,000 棟以上
の家屋が半壊しました。 

○この地区では多くの建物が全壊ま
たは焼失しましたが、地域で協⼒
して消⽕活動や避難⾏動がとれた
ので、⼈命被害は最⼩限にとどめ
ることができました。 

Point 2  第⼀次建築制限 
まちづくりの方向が定まる前に被災市街地内で無秩序な市街地形成が進むと、計画的な復興の妨げとなるだけ

ではなく、被災者の合意形成に支障をきたすことになります。 

そのため市では家屋被害概況調査の結果等を踏まえ、建築制限を設けなければ防災上問題のある街区が再度形

成される恐れがあり、かつ、基盤等の再整備を一体的に行うことが必要な地区内で建築の制限を実施します。 

おおむね１～２ヶ月間、自由に家を建てることができなくなります。 

Point 1  都市復興基本⽅針 
発災後２週間以内を目標に、家屋被害概況調査の結果等を踏まえて市が策定するもので、「復興まちづくりの

理念」、「都市復興の基本目標」、「都市復興への取組方針」等について定めるものです。 

Point 5  地区別都市復興計画・都市復興計画 
都市復興基本方針の考え方をより具体化したものです。「復興の期間」、「道路、公園などの都市基盤施設に関

する整備方針」、「建物の用途などに関する土地利用方針」などから構成されているものです。市は都市復興基本

方針に基づき、復興対象地区の指定を行った上で都市復興計画の骨子案を作成します。復興対象地区のうち、

「重点復興地区」（※１）と「復興促進地区」（※２）については地区別都市復興計画等を決定します。これらを反

映したうえで、都市復興計画を策定・公表します。 
Point 3  復興まちづくり協議会 

被災地区の住民や事業者等が主体的に参画し、地域力を活かして復興に取り組む核となる組織となります。 

積極的な参加をお願いします。 

Point 4  第⼆次建築制限 
復興まちづくりについて、地区住民との合意形成や継続的な検討を要する場合、建築制限を最大で発災から２

年間延長することがあります。 

（※１）重点復興地区…被害が大きく従前から整備の必要性があり、重点的に復興を推進する地区 
（※２）復興促進地区…民間による個別再建を支援する地区 

○避難所での⽣活が続くなか、市か
ら都市復興に向けた⽅針（都市復
興基本⽅針）が発表されました。 

 
○この地区は特に被害が⼤きかった

ので、２度と同じような被害を受
けないために、災害に強いまちづ
くりを進めることになり、まちづ
くりの計画ができるまで、建物を
新たに建てることが制限されるこ
とになりました。 

第１段階 
（被災から約２週間） 

 
（被災から 約 1~2 ヶ⽉） 

第３段階 
（被災から約 2~6 ヶ⽉） 

○地区別都市復興計画が反映さ
れた都市復興計画を策定・公
表しました。 

 
○災害に強いまちに⽣まれ変わ

るために、都市復興計画に基
づき、市と関係権利者や地区
の住⺠と協議を⾏いながら、
復興事業が始まりました。 

第４段階 
（被災から約 6 ヶ⽉） 

Point 1 

Point 2 

Point 3 

Point 4 

Point 5 

Point1〜5 の解説 

地震発⽣ 
（想定） 

Point 5 

第 2 段階 

被害が⼤きい地区の復興には、住⺠⾃⾝の主体的な参画が望まれます。また、過去の災害の例でも 
はなく、住⺠同⼠が協⼒して復興に取り組む組織を作ることも重要なポイントとなります。以下に、 

明らかなように、その完了までには相当な時間を要します。したがって、住⺠⼀⼈⼀⼈の⾃助努⼒だけで
地震発⽣から地域の復興に⾄るまでの⼀般的なプロセスの例と、住⺠参加のイメージを⽰します。 



  

選択した地点の

情報を表示 
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過去の災害において、平時からまちづくり活動を積極的に取り組んでいる地域では、地域の復興
計画の策定がスムーズに⾏われています。 

平時の地域でのまちづくりの検討や防災・防犯活動は、災害時の被害を軽減するだけでなく、早
期に復興を実現することにも役⽴ちます。そのためには⽇頃から地域とのつながりを持つことが⼤
切です。また、お住まいの地域の災害リスク等を確認しておくようにしましょう。 

例えば… 
町内会や自治会が中心となって開催される防災訓練等の行事で、地

域の防災に関する取組を知ることができます。 

神戸市長田区真野地区では老朽住宅が多く、家屋の倒壊・火災の危

険性の高い地域でしたが、阪神・淡路大震災では、平時からのまちづ

くり活動で培われた地域のつながりが功を奏し、住民のバケツリレー

や地元企業の消防隊の出動で初期消火に成功。建物の焼失を最小限に

くい止めました。また、復興の段階においても、まちづくりの事業を

ほかの地区と比べ着実に進めることができました。 

市民の皆さんが、地域にどのような災害リスク等があるのかを認識し、防災意識の向上や防災

対策の実施、地域主体の防災まちづくりの取組への活用等を目的として、市の各種災害リスク情

報等を一元化した「かわさきハザードマップ」を公開しています。 

〜お住まいの地域の災害リスク等を確認する〜 

かわさきハザードマップについて 

【探し方】 

ガイドマップかわさき 

URL : http://kawasaki.geocloud.jp/ 
または「かわさきハザードマップ」で検索

できます 

全壊棟数 避難所・防災施設 救急医療機関

焼失棟数 避難所管轄区域 建物クラスター分布

津波ハザードマップ 緊急交通路 大規模盛土造成地

液状化危険度分布 緊急輸送路 ゆれやすさマップ

多摩川流域浸水想定区域 防災無線

鶴見川流域浸水想定区域 応急給水拠点

急傾斜地崩壊危険区域 消火栓

土砂災害警戒区域 防火水槽

地震情報

基本情報

水害情報

土砂災害
情報

【掲載情報】 

本市では、地震等により甚⼤な被害が発⽣した場合は適切な復興パターンを検討し、最適な復興
の⽅向性やそれらを実現するための事業⼿法の選択肢を検討していきます。 

被
害
の
⼤
き
さ 

○ まちの災害リスクへの耐性（建物⽕災や建物倒壊など） 
○ 道路や公園などの都市基盤の整備状況 

高水準 

（課題⼩） 
低水準 

（課題⼤） 

⼤ 

⼩ 

⼟地区画整理事業などにより、地域全体
のまちづくりを⾏いながら、不⾜している
道路や公園などをあわせて整備します。 

原則として建築制限を実施します 

⼤きな被害を招いた要因を分析し、必要
となる対策を実施しながら、既存制度を活
⽤して⾃主再建を誘導します。 

状況に応じて建築制限を実施します 

狭い敷地の解消や共同化を図りながら、⾃主
再建を誘導します。 

あわせて状況に応じ、既存の道路や公園など
の拡幅・拡張を⾏い、都市基盤を強化します。 

耐震建築物への再建を促進し、⾃主再建
を誘導します。 

土地区画整理事業は、道路や公園などの公共施設の整備改善により、防災上の課題を解決し、

将来同じ被害にあわないようにするとともに、復興や生活再建に支障となるような要因（無接道

による建替え困難など）を解消する代表的な手法です。新たに整備される道路や公園は、皆さん

が少しずつ土地を出し合い整備（減歩）します。 

〜被害の⼤きい地域に対する代表的な都市復興対策⼿法〜 

土地区画整理事業について 

【整備前】 

その他、複数の敷地を集約して共同でビルを建て、同時に道路や広場などの公共施設を整備す

る「市街地再開発事業」など、様々な事業手法があり、地域の状況に応じて適切な手法を選択す

ることになります。 

【整備後】 
・避難が困難 
・延焼を防⽌できない 
・消防⾞が⼊れない 
・⾞のすれ違いが困難 

狭い道路 
⾏き⽌まり道路 

・建替えが困難 
→建築基準法では、建

築にあたり原則とし
て幅員４ｍ以上の道
路に⾯していること
が必要 

法律に適合しない 
建物 

・⽕災発⽣の際、延焼
の危険性が⾼い 

建物が密集 

・道路を超えて延焼しに
くい 

・避難経路の確保 
・災害時も消防⾞が進⼊

できる 
・⾞のすれ違いが可能で

⽣活しやすい 

広くなった道路 

・避難場所になる 
・備蓄物資が保管できる 
・地域の交流、ふれあい

の場が⽣まれる 

新設公園 

・敷地が狭い場合など、
状況に応じて集合住宅
への共同化を検討する 

共同住宅 

川崎市が考える復興の⽅向性について 市⺠の皆さんに平時から取り組んでいただきたいこと 

げんぶ 

複数の情報を

重ね合わせて

見ることも出

来ます 


